
品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成事業実施要綱 

 
制定 平成２６年３月１３日区長決定 

要綱第２７号 

改正 平成２７年３月３１日区長決定 

要綱第３８８号 

  改正 平成２８年３月２８日区長決定 

要綱第１１４号 

改正 平成２９年２月２２日区長決定 

要綱第１２号 

改正 平成３０年２月２７日区長決定 

要綱第１６号 

改正 令和３年１２月２２日部長決定 

要綱第３６１号 

改正 令和４年 ３月３１日区長決定 

要綱第１１７号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区（以下「区」という。）において区内施工業者を利用し、

ＬＥＤ照明を設置する事業者に対し、その設置に要する経費の一部を助成し、省

エネルギー効果の高いＬＥＤ照明の普及を促進することで地球温暖化対策の推進

および環境保全の意識啓発を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）事業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定

する中小企業者に該当しない会社を除く団体または個人（賃貸住宅の所有者で

あって当該賃貸住宅に係る建築物等に設置するものを除く。）であって、別に

定めるものをいう。 

（２）事業所等 居住用途に供する部分を除く事業所、事務所、工場、店舗等をい

う。ただし、事業者が従業員等の居住用途に供する部分に設置する場合は、こ

の限りでない。 

（３）区内施工業者 ＬＥＤ照明の設置を行う民間業者で区内に主たる事業所を有

する者をいう。 

（４）ＬＥＤ照明 別表に掲げる高効率照明をいう。 

（５）設置事業 事業者が区内の事業所等にＬＥＤ照明を設置する事業をいう。 

 

（助成対象者） 

第３条 この要綱に基づく助成の対象となる事業者（以下「助成対象者」という。）



は、次の各号に定める要件を備えているものとする。 

（１）事業所等で設置事業を実施すること。 

（２）法人事業税その他の税を滞納していないこと。 

（３）法令等および公序良俗に反していないこと。 
（４）設置事業の対象となる事業所等の所有者または賃借人（設置事業について所 

有者の承諾を得ている事業者に限る。）であること。 
（５）設置事業について過去にこの要綱に基づく助成金その他これに類するもの 

を受けていないこと。 

（６）設置工事の完了日が助成金の交付を受けようとする年度の４月１日以降で 

あること。 

 

（助成対象設置事業） 

第４条 この要綱に基づく助成の対象となる設置事業は、次の各号に定める要件を

備えているものとする。 

（１）未使用のＬＥＤ照明を区内の事業所等に新規にまたは既存の照明に替えて設

置するものであること。 

（２）設置するＬＥＤ照明が別表の基準を満たすものであること。 

（３）区内施工業者による工事を伴うものであること。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成対象経費は、設置事業に係る機器の購入、施工等に関する費用を合算

した金額で、当該金額が１０万円（消費税を除く。）以上であるものとする。 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、助成対象経費に１０分の１を乗じて得た額とする。ただし、

その上限は３０万円とする。 

２ 前項の助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、助成対象者が、同一事業に対し、区以外の者から

の助成金の交付を受けており、助成金交付額の合計額が助成対象経費を上回る場

合については、前２項による額から当該上回る額を控除して得た額をもって助成

金の額とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、設置工事施工後に、品川区

事業所用ＬＥＤ照明設置助成事業金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添え

て、別に定める期間内に区長に申請しなければならない。 

 



（助成金額の確定および交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成

要件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定するとともに、助成金の交付

を決定された者（以下「助成決定者」という。）として決定し、その旨通知する

ものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、必要があると認めるときは、決定前に実地に調

査を行うものとする。 

 

（申請内容の変更） 

第９条 助成決定者は、第７条に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付決定内容変更申請書（第２号様式）に

より区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成要件に適合する

と認めるときは、これを承認する。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 助成決定者は、第８条の決定後、第７条の申請を取り下げるときは、直

ちに品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付申請取下届出書（第３号様式）に

より区長に届け出なければならない。 

 

（助成金の請求） 

第１１条 助成決定者は、品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付請求書（第４

号様式）を提出し、助成金の交付を請求するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１２条 区長は、前条の規定による請求により、助成金を交付するものとする。 

 

（管理および報告） 

第１３条 助成金の交付を受けた事業者は、善良なる管理者の注意をもって管理し

なければならない。この場合において、助成金の交付を受けた事業者は、設置事

業に係るＬＥＤ照明が５年以内に損傷または滅失したときは、その旨を書面によ

り直ちに区長に届け出なければならない。 

 

（交付決定の取消しおよび助成金の返還等） 

第１４条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の

交付決定を取り消すものとする。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要綱の規定または助成に付された条件に違反したとき。 



２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助

成決定者に通知する。 

３ 区長は、助成金の交付を受けた事業者が、設置事業に係るＬＥＤ照明を処分し

たときまたは前項の規定により助成金の交付決定が取り消されたときは、助成金

の全部または一部について返還を求めることができる。 

 

（協力） 

第１５条 区長は、助成金の交付を受けた事業者に対し、必要に応じて、電気の使

用量の報告、資料の提供およびその他の協力を求めることができる。 

 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行について必要な事項は、別に都市環境部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

    付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、令和３年１２月２２日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

 

別表（第２条、第４条関係）  

種別 基準 

ＬＥＤ照明器具 
１．固有エネルギー消費効率が85lm／Ｗ以上であること。 

２．ＬＥＤモジュール寿命が40,000時間以上あること。 

ＬＥＤを光源とした 

内照式表示灯 
定格寿命が30,000時間以上であること。 

電球形ＬＥＤランプ 
１．エネルギー消費効率が70lm／Ｗ以上であること。 

２．定格寿命が30,000時間以上あること。 

 



第１号様式（第７条関係）

　　年　　月　　日

品川区長あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名

電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　

□製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理提供サービス業・その他

□卸売業　□サービス業　□小売業

２．設置概要について

　　　　　(住居表示　　　　　　　　丁目　　　　　番　　　　　号）

３．助成対象経費について

円

円

４．他の助成金の申請状況

□ 申請済 □ 申請予定 □ 申請しない

円
助成金交付額

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

①助成対象経費
消費税を除く設置費用（ＬＥＤ照明設置に係る領
収書の金額をご記入ください。）

 ②申請予定額
①×１０％
※1000円未満を切り捨てた金額で上限額は30万円

国等の助成

制度名

種別
□　　ＬＥＤ照明器具 □　　ＬＥＤを光源とした内照式表示灯

□　　電球形ＬＥＤランプ

設置完了日

主たる事業

 設置場所

　　　　品川区　　　　　　　　　　丁目　　　　　　番地

建物の状況 □　　自己所有 　□　　　共同所有 □　賃貸又は使用貸借

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付申請書

　ＬＥＤ照明設置助成金について、下記のとおり助成金の交付を受けたいので、関係書類を
添えて、助成金の交付を申請します。

記

１．事業所の概要

従業員数



第２号様式（第９条関係） 　　年　　月　　日

品川区長あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名

電話番号

１．変更の理由

３．添付書類 確認欄
　　設置事業の変更に係る書類 　□

（変更後）

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付決定内容変更申請書

記

　　　年　　月　　日付で申請した、品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付につい
   て、下記のとおり変更を行うため、関係書類を添えて申請します。

２．変更の内容（変更前）



第３号様式（第１０条関係） 　　年　　月　　日

品川区長あて

〒

所在地

法人名

代表者氏名

電話番号

２　取下げの理由

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付申請取下届出書

　　　　　年　　月　　日付で申請した、品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付に
ついて、下記のとおり取り下げるため、届け出ます。

記



第４号様式（第１１条関係）

　　年　　月　　日

捨印

品川区長あて

〒

所在地

法人名 印

代表者氏名 印

電話番号

１．請求金額

百 十 万 千 百 十 円

２．振込先

銀行 本店

信用金庫

信用組合 支店

*口座名義人は、助成金請求者と同一の方に限ります。

３．請求範囲

(2)　請求金額は1,000円未満の端数は切捨てとする。
(3)　ＬＥＤ照明は未使用品であること。（中古品は対象としない。）

(1)　機器の購入ならびに施工等（設計を含む）に関する費用とする。

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金交付請求書

　　　年　　月　　日　第　　号により確定された、ＬＥＤ照明設置助成について、品川
区事業所用ＬＥＤ照明設置助成事業実施要綱第１１条に基づき下記のとおり、助成金を請
求します。

記

金額

フリガナ

口座名義人

金融機関名

口座種別 普通・当座・貯蓄・その他（　　　　　）

口座番号
（右詰めでご記入ください）



　　年　　月　　日

品川区長あて

〒

住　　所

氏　　名

電話番号

１．申請者

２．導入場所
品川区

品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成所有権者承諾書

　私は、下記のとおり所有する建築物に申請者が品川区事業所用ＬＥＤ照明設置助成金
交付に係るＬＥＤ照明を設置することに同意します。

　

記

所有権者


